
使用済みてんぷら油の回収場所について（お知らせ） 

 

＜令和８年度使用済みてんぷら油の回収＞ 

麻生区では、区民１人１人が取り組める身近なエコ活動を啓発し、区民や市民活動団体等

との協働によって「ＳＤＧｓ推進」に向けた取組をしています。 

家庭から、「ＳＤＧｓ推進」の取組を始めてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 回収スケジュール 

（毎月第 1 水曜日 午前 9 時～12 時（休日にあたる場合は休止）） 

日 時（毎月第 1 水曜日） 場 所 

令和８年 ４月１日（水） ２Ｆロビー 

令和８年 ５月６日（水） 閉庁日のため休止 

令和８年 ６月３日（水） ２Ｆロビー 

令和８年 ７月１日（水） ２Ｆロビー 

令和８年 ８月５日（水） ２Ｆロビー 

令和８年 ９月２日（水） ２Ｆロビー 

令和８年１０月７日（水） ２Ｆロビー 

令和８年１１月４日（水） ２Ｆロビー 

令和８年１２月２日（水） ２Ｆロビー 

令和９年 １月６日（水） ２Ｆロビー 

令和９年 ２月３日（水） ２Ｆロビー 

令和９年 ３月３日（水） ２Ｆロビー 

※予定を変更した場合は、麻生区役所ホームページでお知らせします。 

 

（問合せ先）かわさきかえるプロジェクト事務局 ０４４－２９９－６４６０ 

回収場所（麻生区役所 ２階 ロビー） 


